第1号様式(第4条関係)

収支報告書閲覧対象文書の写しの交付請求書

年　　月　　日　　

　大分県選挙管理委員会委員長　　　　殿

郵便番号　　　　　　　　　　　　　
請求者　住所　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　
	　
	法人その他の団体にあつては、事務所又は事業所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名


電話番号　　　(　　)　　―　　　　　　　　

　政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条の2第2項の規定により、次のとおり収支報告閲覧対象文書の写しの交付を請求します。
	写しの交付の請求に係る政治団体
	名称
	収支報告書等に係る収入及び支出がなされた年

	
	　
	　

	収支報告閲覧対象文書の種類
	□収支報告書
□監査意見書(政党及び政治資金団体のみ該当)
□政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体のみ該当)
□確認書（国会議員関係政治団体のみ該当（解散した年は該当しない））

	写しの交付の方法
	□複写機により用紙に複写したものの交付
□スキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(CD―R)に複写したものの交付
□スキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(DVD―R)に複写したものの交付

	交付の場所等
	□選挙管理委員会
□送付


注　1　□のある欄には希望する□内にレ印を記入してください。
　　2　収支報告閲覧対象文書の写しの請求に当たり、下記の手数料を負担していただきます。
	　
	写しの交付の方法
	写しの交付に係る手数料の額

	
	複写機により用紙に複写したものの交付
	用紙1枚につき10円

	
	スキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(CD―R)に複写したものの交付
	光ディスク(CD―R)1枚につき100円に当該収支報告書等の写し1枚ごとに10円を加えた額

	
	スキャナにより読み取つてできた電磁的記録を光ディスク(DVD―R)に複写したものの交付
	光ディスク(DVD―R)1枚につき120円に当該収支報告書等の写し1枚ごとに10円を加えた額


　※ただし、請求1件につき、上記により算定した金額(複数の写しの交付の方法により写しの交付を受ける場合は、その合算額)が300円を超えないときは、手数料の額は300円となります。
　　3　写しの交付の送付を希望する場合は、手数料とは別に送料を負担していただきます。


